
　　　

今年は６月６日に梅雨入りが発表され、３ヶ月の予測雨量は平年並みかやや多いとなっておりまし
たが、大分県で初めて特別警報が発令された先週の梅雨前線に伴う豪雨では、７月平年の１か月分
の約1.5倍もの雨量がわずか１日で降った地域もあり、各地で河川の氾濫や土砂災害が起こるなど、
甚大な被害が発生しました。
このような豪雨は予測が難しいとされており、いつどこで同じような雨が降るかわかりません。日
頃から突然の大雨に備え、気象情報を確認しておきましょう！
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　*1「洪水情報」とは、河川の氾濫危険情報(レベル４)及び氾濫発生情報(レベル５)の発表を契機
　　　として、住民の方の自主的な避難を促進するために配信する情報。
　*2「プッシュ型配信」とは、受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組み。

　　平成29年5月1日から、緊急速報メールを活用した洪水情報(*1)のプッシュ型配信(*2)が開始さ
　れました。九州では番匠川水系(佐伯市)・五ヶ瀬川水系(延岡市)・本明川水系(諫早市)が対象で、
　今後も順次拡大していきます。

～洪水情報のプッシュ型配信イメージ～

～配信する情報と配信の契機～



　※接続環境によって、データ放送が見れない場合もあります。
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　下表は、過去5年の不法投棄の発生件数と分類
別比較表です。平成２８年度の件数は前年に比べ
1.4倍と大幅に増加しており、４８件は過去５年
で最多となってしまいました・・・
　川はゴミ捨て場ではありません。法律で厳しく
罰せられます！きれいな番匠川を守るために不法
投棄は絶対にやめましょう！！
皆様のご協力をよろしくお願いします。

※「Ｈ２８ゴミマップ」（投棄ゴミの
種類と分布を地図で表したもの）
を事務所HPに掲載中です。
是非ご覧下さい。

平成21年9月に佐伯出張所にやって
きたスッポンの子供。

●河川法：３月以下の懲役もしくは２０万円以下の罰金
●廃棄物処理法
（個人）５年以下の懲役もしくは１０００万円以下の罰金
（法人） ３億円以下の罰金

不法投棄は厳しく罰せられます！

不法投棄件数が過去５年で最多・・

テレビ画面

■地上デジタル放送画面

ＮＨＫの画面でｄボタン→「河川水位雨量」

■インターネット・携帯電話

●インターネット《佐伯河川国道事務所ホームページ》
アドレス：http://www.qsr.mlit.go.jp/saiki/

●携帯電話 《国土交通省「川の防災情報》
アドレス:http://i.river.go.jp/

河川ライブ映像は
こちらへ！

雨量・水位の情報
はこちらへ！
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一般ゴミ

自転車

家電

廃材その他

◇平成２８年度の投棄ゴミの処分量は約５５０ｋｇ。
かかった費用は約２０万円でした。
ゴミの量が減れば、節税にもつながります。

自転車

体重計等

一般ゴミ


